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令和７年度博物館関連施策について 
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博物館機能強化推進事業  令和7年度予算額 369百万円
（前年度予算額 397百万円 ）
【令和6年度補正予算額 140百万円 】

 令和4年4月、博物館法（昭和26年法律第285号）がおよそ70年ぶりに大幅に改正され、資料のデジタル・アーカイブ化などの博物館の新たな業務が付加されるとともに、
地域の活力向上のために関係機関と連携することなど、博物館の新たな役割が規定されることとなった。新たな法の趣旨を実現するためには、博物館が資料のデジタル・アーカ
イブ化や自身のDXの取組を積極的に進めつつ、文化芸術の価値を活かしながら、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野において、中核としての役
割を果たす存在となる必要がある。この観点から、特に、5年間の経過措置期間（令和9年度まで）を集中期間として、博物館の資金・人材・施設等の基盤を強化し、特色
ある取組を全国各地で推進する。 ※博物館には、美術館、科学館、動物園、水族館等が含まれる。

背景・課題

法改正を踏まえ、博物館のデジタル・アーカイブ化の取組や地域に貢献する特色ある取組を支援するとともに、新たな制度が効果的に運用されるよう基盤の整備を図る。
事業内容

博物館法の改正を踏まえて、ⅰ）新たな登録制度の価値を高めるための積極的なプロモーション、ⅱ）博物館活動の質を高めるための体制整備、ⅲ）博物館人材養成・質の向
上に資する研修等の実施など、博物館の活動を後押しする基盤を構築する。
 件数 ・ 単価：ⅰ）新たな登録制度の価値を高めるための積極的なプロモーション ２件×１０百万円（組織改革・専門人材育成プログラムの開発・実証・派遣等）

ⅱ）博物館活動の質を高めるための体制整備  １件×１８百万円（専門的人材の派遣）
ⅲ）博物館人材養成・質の向上に資する研修等の実施                   ５7百万円（学芸員資格認定、国による学芸員研修等） 他

（２）新制度におけるミュージアム応援事業   （９５百万円）

博物館界全体に、課題解決に向けた地域等との
連携や新たな価値創出の取組が浸透することで
広く国民に博物館の社会的価値が認知される。
 
博物館の活動基盤が強化されることで、博物館
がより充実したサービスを国民に提供し、もっ
て国民の教養や創造活動に資することができる
ようになる「好循環」が形成される。

初期（令和７年頃）
事業による取組への支援と横展開、博物館職員への研修を通

じ、地域の主体や博物館同士の連携による課題解決や価値創出
に取り組む博物館が増加。（達成度50％）
中期（令和10年頃）

登録博物館及び指定施設での取組の浸透。（達成度100％）
長期（令和15年頃）
登録・指定館が増加するとともに取組がさらに多くの館園に
広がる。

 支援した博物館による課題解決や博物館の新たな価値創
出の取組の数

アウトプット(活動目標） 短期アウトカム(成果目標)

令和５年 令和６年 令和７年

33 30 28

令和５年 令和６年 令和７年

430 430 430

長期アウトカム(成果目標)

（１）Ｉｎｎｏｖａｔｅ ＭＵＳＥＵＭ事業 （２７４百万円）
① Museum DXの推進 ４０百万円
博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発信や、博物館における業務のDXに効果

的に取り組む館の事業を支援し、データの活用や業務フローの効率化を図る。
 件数 ・ 単価：２件 × ２０百万円  
② 特色ある博物館の取組支援 １９８百万円
これからの博物館が新たに求められる社会的・地域的な課題（地方創生、都市再生、人

口減少、社会包摂等）への対応に先進的に取組む事業を支援し、その内製化と横展開を目
指す。
 件数 ・ 単価：ⅰ）地域課題型  ８１百万円

ⅱ）ネットワーク型  ９７百万円
ⅲ）民間博物館活用型    ２０百万円

※委託事務費 ３６百万円（①②）

特色ある博物館の取組支援（地域課題・ネットワーク型）Museum DXの加速化

博物
館

デジタル化
による業務
フローの効
率化

館同士の情報
の共有化によ
る連携協力

オンライン
での公開に
よる利活用
促進

デジタルコンテン
ツの開発による魅
力発信と交流

資料情報のデジタル化
＝デジタル・アーカイブ(DA)化

活用の目的に合わせたDA化

専門家・DA事業者
の協力

事務局

文化
庁

事務局

文化
庁

委
託

委
託

補
助

補
助補

助

 採択事業や類似のDAの取組について、事業期間を通
じ、事務局がDAの整備の在り方と活用の成果を調査

 報告書にとりまとめ取組の普及を図る

 博物館が複数館で連携しDAを整
備する取組を支援

 館は必要に応じ、大学等の専門
家や民間事業者の協力を得る

 採択事業や類似の地域連携やネットワーク化の取組について、事業期間を通じ、
事務局がその成果を調査

 報告書にとりまとめ取組の普及を図る

 博物館が地域の多様な
主体と連携して行う課
題解決の取組を支援

 博物館が同士が広域に連携して行う
課題解決に向けた取り組みを支援

 支援対象は登録博物館・指定施設又
はそうした館を含む連携組織に限る

多文化共生に向けた解
説・展示の改善の取組

地域の文化資源の異分野、産業
との連携による新たな価値の創

出

社会的処方への活用、回想
法等福祉分野での貢献

地域の文化資源・自然
資源の保存・活用によ
る地域の活性化

学校教育との連携
博物館人材の高度化に
向けた共同研修・交流
専門人材の共有化

 博物館人材養成・質の向上に資する研修等に参加する数

（担当：文化庁企画調整課）
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令和７年度 Innovate Museum事業  令和7年度予算額 274百万円
（前年度予算額 302百万円 ）

 自治体の枠を超えて複数の博物館やその他の団体が連携する取組を支援
 博物館が社会や地域における様々な課題に向き合い、解決に向かう
先進的な取組（課題解決のために必要な人材確保やアウトリーチ活
動を含む。）を支援

ネットワーク型

② 特色ある博物館の取組支援

① Museum DXの加速化

地域課題対応型

 企業立博物館による公益に資する多様な地域還元型事業への取組を
支援することで、民間企業のノウハウを多様な機関等に波及させる
とともに博物館の地域活性化や地域住民との関係強化を図る。

博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推進事業【R6補正】
 職員数が少ない等、デジタル・アーカイブ化に着手できない小規模博物館を対象に「メタデータの
作成＋画像データの取得＋公開」を進め、基盤的情報としてのデジタル・アーカイブを推進

 デジタル化された所蔵資料をジャパンサーチに接続することで、我が国の情報基盤の充実化と横断
型検索による利活用の向上、利便性の向上を図る。

Museum DX（博物館DX）推進事業

 地域やネットワークにおける中核的な博物館を対象に、デジタル・アーカイブの先進的な利活用を
促進するとともに、館の業務運営の効率化やサービスの向上を行う取組を支援

博物館
中核館

連携・協力文化庁

補助・支援 館同士の情報の
共有化による連

携協力

デジタルコン
テンツの開発
による魅力発
信と交流

オンラインで
の公開による
利活用促進

資料情報のデジタル化
＝デジタル・アーカイブ(DA)化

 災害対応等、博物館同士や多様な機関と
の組織連携・ネットワークの形成を通じ
た資源投入や人材確保、人材・ノウハウ
・情報等を共有

 博物館とまちづくりや福祉、教育、国際交流、観光、産業、環境な
どの関連団体、関係者との連携が必須

〇館種を超えたネットワーク支援型

 博物館同士や多様な機関との組織連携・ネットワークの形成を通じた資源
投入や人材確保、人材・ノウハウ・情報等の共有による単館では解決が難
しい課題の解決への取組を支援

 広域的又は多様な機関等が協働するために、自治体の枠を超えて複数の博
物館やその他の団体が連携

 中核館が事業に参画する連携館への資源の共有を行い、連携館を牽引

（令和６年度補正予算額 140百万円）

◆補助内容
• Museum DX推進事業：補助率定額、
上限２千万

• 博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推
進事業【R6補正】：補助率定額、上限
２百万

• 地域課題対応型：補助率：定額（次年
度以降、2/3、1/2）,上限５百万

• ネットワーク型 ：補助率：定額（次年
度以降、2/3、1/2）,上限２千万

• 民間博物館活用型：補助率 定額,上限
２千万

民間博物館活用型
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新制度施行を踏まえた体制強化等を目指す館への専門的人材派遣

事業概要

・デジタルアーカイブ、コンテンツ造成支援、知識・技術の提供
博物館におけるデジタルアーカイブの作成やDXに資するような整備、資料の価値や魅力を伝えるためのコンテンツ造成などに取り組む
内容など

・展示や広報発信の改善を行うための支援、知識・技術の提供
観光来訪者への対応や、これからの博物館に求められる社会的価値形成のための、楽しく理解を深めることができる展示や広報発
信の改善を行う取組
・ファンドレイジング活動支援、知識・技術の提供
多様な博物館支援を集め、博物館活動の充実に繋げるためのファンドレイジングの取組

目的

博物館の役割が多様化、高度化している現状において、その役割を果たすための技術や知識を持った人材が不足して
いることが課題となっていることから、学芸員等の資質向上を図るため、博物館の現場に各分野の専門的人材を派遣し、
実証事業を通じ、博物館における新しい取り組みを進めるための多様な専門人材の確保と学芸員の質の向上を図る。

新しい役割を果たすため、
デジタルアーカイブや展示改善等
に取り組む博物館へ専門的人材を
派遣

専門的人材にかかる
費用も含めて委託

実施内容の報告

・派遣希望館を募集
・専門人材の選定・派遣
・派遣成果の検討・分析

 令和７年度要求額 5７百万円
（前年度予算額 18百万円 ）
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令和６年度 博物館機能強化推進事業（専門的人材派遣による博物館支援
と職員の資質向上に関する調査研究）

https://support-for-museums.com/
https://support-for-museums.com/
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博物館DXについて



博物館法の一部改正（R4.4.15公布）

公布通知における「留意事項」

8

Digital化によって、これからの博物館と文化行政を
より良い方向に変化させる（X:Transformation）

ミュージアムＤＸ



9ミュージアムＤＸ実践ガイドより

https://museum.bunka.go.jp/wp-content/uploads/2025/06/c36e73181bb060eb67e46f7cc1e21890.pdf


museum2020_01.pdf (mizuho-ir.co.jp)

デジタルアーカイブの実施館は4分の1
コロナ禍における博物館を対象としたアンケートでは、実施館は4分の1程度と低調。
実施する予定はないと答えた館が約半数に上る。
一方で、日博協の総合調査「館の課題」においては77.5％が「webサイト等での資料
情報公開が不十分」、73.9％が「資料や資料目録のデジタル化が進んでいない」と答
えており課題意識はあるため、事業としての優先順位が低いと推測される。
背景として、取り組みのためのリソース（予算・人員・知識とノウハウ・環境）が
博物館現場に揃っていないことがあるが…。

ICOMによる海外館の調査では8割近い
博物館にデジタルの専門職員が配置さ
れている結果が確認されている

10

【出典】令和２年度「博物館の機能強化に関する調査」事業実績報告書

https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/pdf/museum2020_01.pdf
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博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推進事業
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博物館DXの現状



補助対象となる博物館
• 登録博物館、若しくは指定施設及びその他文化庁長官が認める施設

であって、収蔵資料のデジタル化に未着手の施設

• 「未着手」とは

① 申請日時点で公開されている収蔵資料の画像データが５０点未満であること

③ インターネット上で広く公開されている資料検索システムを備えたデータベース等に収蔵
資料の画像データが登録されていないこと。

以下の条件のいずれかに該当する施設 （① or ② or ③）

• 画像データも作成していないし、ホームページもない。
• 画像データは、５０点以上持っているけど、公開できていない。
• 画像データをホームページにアップしているけど、画像を貼っているだけで検索できない。

対象となる例

② 申請日時点で全収蔵資料の７割以上の画像データが作成されていないこと

※「その他文化庁長官が認める施設」には、現時点で登録又は指定の申請を行っていたり、
今年度中に申請する計画を有する施設を含む。



補助事業の対象範囲

収蔵資料データベースの作成を含む、博物館資料のデジ
タルアーカイブ作成、公開及び発信

【必須】
作成した収蔵資料のデータを５０点以上、ジャパンサーチへ連携

ジャパンサーチへの連携は、「文化遺産オンライン」等、「ジャパンサーチへのつなぎ
役」となるデータベースへ登録されることが必要

収蔵資料のデジタル化

• 収蔵資料の画像データ
作成（撮影・スキャニン
グ等）

• 目録情報・関連情報の
デジタルデータ化（メタ
データの作成）

データベースへの登録

• 文化遺産オンライン
等、ジャパンサーチの
「つなぎ役」となって
いるデータベースに
データを登録

５０点
以上

API連携
つなぎ役

「つなぎ役」に登
録することで、ジ
ャパンサーチ上
で検索可能に

博物館情報の
利活用推進



連携

資料５０点
以上をデジ
タル化し公
開する。

A館

文化庁

【補助内容】
１つの博物館あたりの補助上限２００万×共同申請する博物館の数
１共同申請あたり２０００万円上限

C館

D館

B館

中核館

共同申請の会計責任者

A～D館の
デジタル
化をとりま
とめる。

デジタル化、データベー
ス登録の共同実施

【例】
業者選定（プロポーザル）・
契約
共同データベース・Web
ページ等制作・運営
統一的な基準の策定
実施支援（研修等） 等 補助金申請

共同利用
データベ
ース

共同申請の要件
• 共同申請に応募する各館は「

未着手」の要件を満たすこと。
• 共同申請をとりまとめる中核

館自体は必ずしも「未着手」の
定義を満たす必要はない。た
だし、未着手館のデジタル化
と公開に直接関わる経費のみ
を対象経費とする。

• 独自にジャパンサーチと連携
するデータベースを構築する
場合は、翌年度以降の維持管
理経費を想定し、継続的な運
用が可能な仕様とすること。

データベースは、
必ずしも新たに
開発しなくてもよ
い。既存のものを
活用しても可。

資料５０点
以上をデジ
タル化し公
開する。

資料５０点
以上をデジ
タル化し公
開する。

資料５０点
以上をデジ
タル化し公
開する。

→中核館のサポートで共同実施・共同申請
小規模で、自力での着手が難しい場合



博物館収蔵資料デジタルアーカイブ事業

三次募集を実施します！

• ８月1日募集開始！

• 要件を満たした申請から先着順で採択していきます

（予算が無くなり次第終了）

• 「ミュージアムDX実践ガイド」も、御参考に！

申請に関する相談を受け付けます
事務局までお気軽に！
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新しい博物館登録制度について



新たな制度における博物館の類型

登録博物館
（９１１館）

指定施設
（３９４館）

法律外の施設
（博物館類似施設）
（４４６６館）

定 義：博物館法に基づき都道府県・指定都市から登録を受けた博物館
設置者：あらゆる法人（国と独法を除く）
要 件：①資料の収集・保管・展示・調査研究の体制が都道府県教育委員会が

定める基準（以下「基準」）に適合すること
②学芸員その他の職員の配置が基準に適合すること
③施設・設備が基準に適合すること ④年間１５０日以上開館すること
設置者は定期的に都道府県・指定都市に報告
登録の際はインターネットで公表

定 義：博物館法に基づき都道府県・指定都市又は国から指定を受けた施設
設置者：限定なし（国又は独法が設置するものは国が指定）
要 件：登録に準じた要件（学芸員に相当する職員、年間100日開館）

指定の際はインターネットで公表

定 義：博物館と同種の事業を行い、博物館法第３１条に規定する指定施設と
同等以上の規模の施設

設置者：限定なし
要 件：なし

法
的
な
位
置
づ
け
が
あ
る

法
的
な
位
置
づ
け
が
無
い

活
動
・
体
制
を
充
実
し
て
登
録
を
目
指
す
流
れ

（館数の出典）令和３年度社会教育調査



法人であること
・経済的基礎、役員の社会的信望等

博物館法 第13条

登録取り消しから二年を経過
しない者でないこと

博物館事業を行うために必要な体制

学芸員その他の職員の配置

施設及び設備

年150日以上の開館

博物館の登録要件（参酌基準）
博物館法施行規則 第19条
博物館の体制に関する基準
・基本的運営方針の策定と公表
・公益性をもった運営体制の整備
・資料の収集管理方針の策定
・資料を体系的に収集する体制の整備
・目録を作成し、管理・活用する体制の整備
・資料の展示体制の整備
・資料の調査研究体制の整備
・学習機会を提供し、教育活動を行う体制の整備
・職員の研修機会の確保

博物館の職員に関する基準
・館長の配置
・学芸員の配置
・運営に必要な職員の配置

博物館の施設及び設備に関する基準
・資料の収集、保管、展示、調査研究を安定的かつ
継続的に行うことができる施設・設備の整備

・防災・防犯に必要な施設・設備の整備
・利用者の安全・利便性の確保に必要な配慮
・高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解でき
ない者その他博物館の利用に困難を有する者が博
物館を円滑に利用するための配慮

博物館法施行規則 第20条

博物館法施行規則 第21条

第1項第3号

第1項第4号

第1項第5号

第1項第6号

第1項第2号

第1項第1号



登録博物館等が優遇措置を受けられる制度の例

特定美術品制度
文化財保護法に基づく「認定保存活用計画」に基づき、特定美術品を登録博物館及び博物館相当施設からなる寄託先美術館へ寄
託していた者から、相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した寄託相続人は、寄託先美術館への寄託を継続する場合、その寄託
相続人が納付すべき相続税のうち、その特定美術品に係る課税価格の８０％に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死
亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除される。

美術品の評価額の高騰や保険料率の上昇により、展覧会主催者の損害保険料の負担が増
大していた状況を踏まえ、借り受けた美術品の損害を政府が補償する制度。展覧会において海
外等から借り受けた美術品に、万一損害が発生した場合に、その損害を総額の一定部分は主
催者が負担し、それを超える部分を国が補償する。（補償上限額 ９５０億円）。

美術品補償制度

登録美術品制度
重要文化財や国宝、その他世界的に優れた美術品を、国が登録し、登録した美術品を美術
館において公開する制度。登録博物館及び博物館相当施設のうち美術品を展示する施設が、
登録美術品を公開することのできる美術館となることができる。登録美術品は、相続が発生した
場合、他の美術品とは異なり、国債や不動産などと同じ順位で物納することが可能。

【登録美術品の例】
登録番号2：花鳥文様象耳付大
花瓶（金森宗七 制作）
公開館：東京国立近代美術館

（国立工芸館
）

出典：文化庁HP

【補償対象の展覧会の例】
ゴッホ展―響きあう魂 ヘレーネ
とフィンセント
（令和3年9月18日～令和3年
12月12日）

出典：東京都美術館HP
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希少野生動物種譲渡し規制の緩和
種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されてお
り、展示・教育、学術研究等のために、これらの希少野生動物種の譲渡しを行う場合、事前の許可申請・協議が必要となる。登録博物
館又は博物館相当施設における展示のために譲渡し等をする場合（生きている個体に係るものを除く）、これらの事前の許可申請が免
除され、事後30日以内の届出・通知だけで譲渡しを行うことが可能。

著作物の複製等
登録博物館及び博物館相当施設は、図書館と同様に、その営利を目的としない事業として、図書、記録その他の資料を用いて著作
物を複製することができる。また、国立国会図書館が、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料（絶
版等資料）による自動公衆送信を受け、その営利を目的としない事業として、利用者の求めに応じ、提供することができる。
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◆

◆

◆

◆

◆

地方税法第348条第2項第9号

地方税法第73条の4第1項第3号

地方税法第701条の34第3項第3号

◆ 登録博物館のみに適用される優遇



博物館と法改正についてのwebプロモーション
「博物館総合サイト」

改正法に示された日本の博物
館振興の今後の方向性と、博物
館に求められる社会的役割等に
ついて、博物館関係者のみならず、
広く国民にも情報提供

博物館そのものに対する理解と
ともに、博物館法制度や登録制
度の仕組みと役割について分かり
やすい情報を発信・普及

「全国の博物館」リストでは全国の
登録博物館・指定施設を一覧性を
もって表示
日本地図のボタンから「登録博物
館」、「指定施設」の区分リストから
各館のHPにリンク

22

文化遺産オンライン、ジャパンサー
チなど他の文化関連ポータルサイト
とも連携
登録の情報提供にご協力ください。



博物館ロゴマークの制作

１．ロゴマークの目的

・ 博物館制度そのものの認知度向上
・ 各登録博物館・指定施設の信用や認知度の向上
※国民や海外観光客に対して、各博物館の活動の充実度や
公益性が担保されていることを効果的に発信できると考
えられる。

２．デザインの意図
日本の歴史や自然のなかで育まれてきた多種多様な文化芸術や自然資
料を収集し、その価値と魅力を伝えながら後世に継承する博物館。
そのマークにはやはり、日の丸がふさわしいと考えた。
太陽をかたどった日の丸は情熱や活力を象徴する。
また円という形状は、整った安定性や完全性を示しながらも形にとら
われない多様性を持つ。
かつて定まった価値の殿堂であった博物館はいま、あらゆる人々の多
様な意識と価値が響きあうコミュニケーションの場として変化してき
ている。
これからの日本の博物館、地域から広く世界にも繋がるJAPAN
MUSEUMのマークとして、日の丸をベースにＪとＭを組み込んだ対称
的なデザインに込めたのは、多様な人々の活力が集い、新しい価値を
生み出す情熱の場としての博物館への想いである。
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・資料の収集、保管、展示、調査研究に係る体制が整
備されている

・学芸員その他の職員が配置されている

・必要な施設・設備が整備されている

24

利用者からみた登録博物館

基準を満たした
登録博物館

鑑賞 質の高い展示、多様な利用者への配慮

参加 充実した体験・教育プログラム

学習 専門家によるリファレンス

寄贈・寄託 安定した資料の管理体制

寄付 将来に向けた信頼できる事業活動



・博物館の基本的機能（収集・保管、公開・展
示、調査・研究）の強化

・教育普及、博物館・学校・図書館連携の強
化

・地域の多様な主体との連携による文化観
光やまちづくり、国際交流など協働事業の
充実

・SNSなどパブリックリレーションの強化

新しい
ミュージアム
エコシステム

の構築

博物館の多様な
価値の創出

博物館に対する
評価の向上

博物館の
経営基盤強化

博物館の
活動の充実

新たな博物館法制度が目指す「博物館の機能強化」のための好循環
・各館のミッション（使命）や運営基準の明確化
・デジタル化した資料の公開や展示
・社会的・経済的価値（教育効果、経済効果、地域
貢献、社会貢献等）の計測(OECD/ICOM、
AAM)

・事業成果や自己評価の積極的な発信
・オープン化と利用条件明示による地域の創造的
活動促進

・ミュージアムグッズ等の制作
・ユニークベニューや高付加価値化
・ロゴやキャンペーンによるブランディング向上

・地域の活力の向上（地域経済の発展、
都市・地方再生、地域の創造的文化・教
育活動の充実、地域の魅力や住民の幸
福度の向上等）

・地方自治体や企業等の設置者、地域住
民の肯定的な評価の獲得

・博物館がもたらす社会的・経済的価値
の認識と共有

・運営費・体制・施設設備の充実
・寄付・寄贈の増加など財源の多様化
・ボランティア・外部人材の充実
・サポーター組織の充実
・ファンドレイズ体制の強化
・多様な主体との連携・協働の促進
・政策予算・税制・法制度上の優遇措置
・館職員の研修充実・資質向上、意識変容
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